
協調学習協調学習協調学習協調学習        

エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート活動活動活動活動 班別学習Ⅰ 

 ３班（Ａ・Ｂ・Ｃ）で、班毎にしらべ学習を行う。 

 

  Ａ（９）  １ 穴澤  ６ 榎本  ７ 小川 １２ 佐藤龍 １３田端 

 １８ 高橋 １９ 武内 ２４ 正木 ２５ 松元  

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/h22_manga/index.html 

文化庁ＨＰ － 著作権 － マンガでわかるマンガでわかるマンガでわかるマンガでわかる著作物著作物著作物著作物のののの利用利用利用利用  

・ホームページで宣伝の巻 

Ａ 自分たちで作る 

Ｂ ホームページ製作会社に委託 

・イメージキャラクター募集の巻 

Ａ プロデザイナーによるコンペ 

Ｂ プロアマ問わず一般公募 

・音楽ライブ開催の巻 

Ａ プロのバンド 

Ｂ アマチュアのバンド 

・講演会開催の巻 

Ａ 基調講演 

Ｂ パネルディスカッション 

・映画コンテストの巻 

Ａ オリジナル脚本で製作しよう 

Ｂ 脚本家の心配 

Ｃ 過去の映画をみよう 

 

  Ｂ（９）  ２ 石川  ５ 伊藤  ８ 小川大 １１ 佐藤樹 １４ 豊田 

 １７ 酒田 ２０ 田中 ２３ 本多  ２６ 横浜 

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html 

ＣＲＩＣ（公益社団法人著作権情報センター）ＨＰ － 著作権Ｑ＆Ａ 

－ 著作権著作権著作権著作権ってってってって何何何何？（？（？（？（はじめてのはじめてのはじめてのはじめての著作権講座著作権講座著作権講座著作権講座）））） 

・著作権は身近なルール 

・著作権にはどんな種類がある？ 

・著作権にはどんな権利がある？ 

・著作権の保護期間はどれだけ？ 

・著作隣接権とは？ 

・外国の著作物の保護は？ 

・著作物の正しい使い方は？ 

・著作物が自由に使える場合は？ 

・著作物を無断で使うと？ 

 

  Ｃ（８）  ３ 磯田  ４ 一色 ９ 齋藤 １０ 佐々木 １５大城 

 １６ 加藤 ２１ 寺崎 ２２ 中川  

http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp 

文化庁ＨＰ － 著作権 － 著作権なるほど質問箱（Ｑ＆Ａ） 

－ 関連用語関連用語関連用語関連用語  （・あ・か・さ・た・な・は・ま・やらわ行） 

 

 

 

 

 



ジグソージグソージグソージグソー活動活動活動活動 班別学習Ⅱ 

エキスパート活動の時の班を再編成して新たに３班編成を行う。 

エキスパート活動で調べた学習内容を他の班だった生徒にお互いに教えあう。 

 

  Ａ（８）  １ 穴澤  ６ 榎本 １０ 佐々木 １４ 豊田 １８ 高橋 

 ２２ 中川 ２３ 本多 ２６ 横浜  

 

 

 

  Ｂ（９）  ２ 石川  ４ 一色  ７ 小川  ９ 齋藤 １１ 佐藤樹 

 １３ 田端 １５ 大城 １７ 酒田 １９ 武内     

 

 

 

  Ｃ（９）  ３ 磯田  ５ 伊藤 ８ 小川大 １２ 佐藤龍 １６ 加藤 

 ２０ 田中 ２１ 寺崎 ２４ 正木 ２５ 松元 

 

クロス・トーククロス・トーククロス・トーククロス・トーク    

発表及び質疑応答 

エキスパート活動・ジグソー活動の調べ学習の成果を発表する。 

発表や質疑応答を通じて、プレゼンテーション能力を高めるとともに、言語活動の 

充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協調学習協調学習協調学習協調学習        

エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート活動活動活動活動 班別学習Ⅰ 

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ    

 

   「著作権に関する基礎用語を調べる」 

 

 

 

 

調査内容調査内容調査内容調査内容    

関係する法令（＊＊法第＊＊条）や資料が掲載されていたＨＰの名称やアドレス、印刷物の場合は

作者名、著作物のタイトル、出版社名など、引用の出所を必ず記入すること。 

 

著作権法 

３２条 引用 公表された著作物は、引用して利用することができる。公正な慣行に合致し、報道、 

批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。 

（東京法令 商業法規便覧 ＬＥＧＡＬ ＧＵＩＤＥ２０１２） 

 

公正な慣行 

「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説

する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利

用することができます(第３２条)。 

この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件が

あるのですが、最高裁判決（写真パロディ事件第１次上告審 昭和55.3.28）を含む多数の判例

によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。 

例えば、[1]主従関係：引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]

明瞭区分性：両者が明確に区分されていること [3]必然性：なぜ、それを引用しなければなら

ないのかの必然性が該当します。 

（文化庁ＨＰ 著作権なるほど質問箱（著作権Ｑ＆Ａ） 「引用が認められる条件」より抜粋） 

 

知的財産権 

新しい発明・考案や著作など、人間の考え出した無形のものが経済的な利益のもとになりうる 

場合の、その利益に対する支配権のこと。 

（実教出版 教科用図書 経済活動と法 ｐ３４ 「３－知的財産権」より抜粋） 

 

産業財産権と著作権の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（著作権って何？著作権Ｑ＆Ａ公益社団法人著作権情報センターＣＲＩＣ ＨＰより転載） 

Ｚ班 ６番 名前 前山田 健二 

－例－ 



協調学習協調学習協調学習協調学習    

エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート活動活動活動活動 班別学習Ⅰ 

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ        班班班班    

 

 

 

 

 

 

学習学習学習学習内容内容内容内容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班   番 名前  



協調学習協調学習協調学習協調学習    

ジグソージグソージグソージグソー活動活動活動活動 班別学習Ⅱ 

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ            班班班班    

    

    

    

    

    

 

    

学習学習学習学習内容内容内容内容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班   番 名前 



協調学習協調学習協調学習協調学習    

ジグソージグソージグソージグソー活動活動活動活動 班別学習Ⅱ 

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ            班班班班    

    

    

    

    

    

 

    

学習学習学習学習内容内容内容内容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班   番 名前 



協調学習協調学習協調学習協調学習    

クロストーククロストーククロストーククロストーク  

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ            班班班班    

    

    

    

    

    

学習学習学習学習内容内容内容内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ            班班班班    

    

    

    

    

    

学習学習学習学習内容内容内容内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査調査調査調査テーマテーマテーマテーマ            班班班班    

    

    

    

    

    

学習学習学習学習内容内容内容内容    

 

 

 

 

 

 

 

 

班   番 名前 


